
東北厚生局とは

「ひと、くらし、みらいのために」
　東北厚生局は、厚生労働省の地方支分部局の一つです。
　東北６県における厚生行政の政策実施機関として、国民一人ひとりが健やかに安心して生活
することができるよう、社会福祉、社会保障及び公衆衛生の向上及び増進を図るための政策
を実施すること、また、東日本大震災からの復興を成し遂げられるよう、被災地に寄り添いな
がら、復興支援を行うことをミッションとして、「ひと、くらし、みらいのために」様々な課題に
取り組んでいます。

九州厚生局（福岡市）
●福岡県 ●佐賀県 ●長崎県
●熊本県 ●大分県 ●宮崎県 
●鹿児島県 ●沖縄県

東北厚生局の管轄地域

北海道厚生局（札幌市）
●北海道

関東信越厚生局（さいたま市）
●茨城県 ●栃木県 ●群馬県 ●埼玉県 ●千葉県
●東京都 ●神奈川県 ●新潟県 ●山梨県 ●長野県

近畿厚生局（大阪市）
●福井県 ●滋賀県 ●京都府 ●大阪府 
●兵庫県 ●奈良県 ●和歌山県

東海北陸厚生局（名古屋市）
●富山県 ●石川県 ●岐阜県
●静岡県 ●愛知県 ●三重県

中国四国厚生局（広島市）
●鳥取県 ●島根県 ●岡山県 ●広島県 ●山口県

四国厚生支局（高松市）
●徳島県 ●香川県 
●愛媛県 ●高知県

東北厚生局
（仙台市）
●青森県 ●岩手県 ●宮城県
●秋田県 ●山形県 ●福島県

青森県【弘前さくらまつり】
4月下旬～5月上旬

岩手県【チャグチャグ馬コ祭り】
6月第２土曜

秋田県【大曲花火大会】
8月最終土曜

宮城県【光のページェント】
12月上旬～下旬

写真提供：宮城県観光プロモーション推進室

山形県【新庄まつり】
8月24日・25日・26日

福島県【二本松菊人形まつり】
10月上旬～11月中旬
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組織、業務の主な変遷東北厚生局の組織図

指導総括管理官

健康福祉部長

総務管理官

年金管理官

地域包括ケア推進課 ☎022-206-6935

健康福祉課 ☎022-726-9261

管理課 ☎022-206-5215

麻薬取締部長

地域包括的支援構築施策分析官

調査総務課 ☎022-221-3701

捜査課

密輸対策・情報官

鑑定官

医療課 ☎022-206-5216

調査課 ☎022-208-5332

指導監査課 ☎022-206-5217

各県事務所（青森県、岩手県、秋田県、山形県、福島県）

医事課 ☎022-726-9263

食品衛生課 ☎022-726-9264

総務課 ☎022-726-9260

企画調整課 ☎022-726-9266

年金管理課 ☎022-208-5330

社会保険審査官 ☎022-208-5331

年金審査課 ☎022-208-8730

東北厚生局在職者数
（令和5年４月１日現在）

188名（含非常勤職員）

保険医療機関等及び保険医等に関する各種申請、届出の窓口は、各県を管
轄する事務所となります。なお、宮城県については、東北厚生局指導監査課
が窓口となります。各県事務所の連絡先はＰ２２にあります。

東
北
厚
生
局
長

次
　長

平成16年  4月 ●国立病院・療養所が、一部を除き、独立行政法人に移行したことに伴い、国立病院の管理・
営繕に関する業務を独立行政法人国立病院機構本部北海道東北ブロック事務所に移管

平成20年10月 ●保険医療機関等の指導監査業務を地方社会保険事務局から移管

平成22年  1月 ●日本年金機構に対する各種認可業務の一部と社会保険審査官業務を地方社会保険事務局
から移管

平成26年  4月 ●再生医療等安全確保法に関する業務を新たに所掌

平成27年  4月 ●年金記録訂正手続業務を、総務省年金記録確認第三者委員会から地方厚生局の地方年金
記録訂正審議会に承継
●看護師の特定行為研修に関する業務を新たに所掌
●各種養成施設（一部）の指定及び監督等の業務を都道府県に移管

平成28年  4月 ●地域包括ケアシステムの構築に関する各都道府県に対する支援業務を新たに所掌
●社会福祉法人の認可、監督業務を都道府県に移管

平成29年  4月 ●国家試験業務を民間に委託

平成30年  4月 ●中小企業経営強化法に関する業務、臨床研究法に関する業務及びあん摩マッサージ指圧、
はり・きゅうの施術に係る受領委任契約等の業務を新たに所掌

令和  2年  4月 ●地域医療構想の達成に向けた取組の推進に関する業務、災害時における医療の確保の支援
に関する業務及び医療法第五条の二の規定による医師の確保を特に図るべき区域で勤務
した医師の認定に関する業務を新たに所掌
●臨床研修病院の指定等の事務・権限並びに毒物及び劇物(原体)の製造業及び輸入業の登
録の事務・権限を県に移譲

平成15年  4月 ●組織改正により健康福祉部を設置し、総合衛生管理製造過程の承認に関する業務等を
医薬局から移管
●補助金業務の一部、管理栄養士国家試験等の業務を厚生労働省から移管

平成13年  1月 東北厚生局発足
●東北地方医務局と東北地区麻薬取締官事務所を統合

保険年金課 ☎022-726-9265
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